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停止したところで把持力を測定した。２群における把持力を10回測定し，その平均把持力

より至適なバルーン固定位置を検討した。

【結果】

　各群の平均腸管把持力（g）は，（I）１）509.1、２）415.3、３）515.5、４）531.0、５）

643.8。（II）１）645.1、２）541.7、３）547.2、４）595.5、５）750.9であった。腸管把持力は、

いずれの条件においても4.5㎝固定が、他の群と比較して有意差を持って高い結果であった。

また、（II）の条件であれば、（I）の条件と比較して腸管把持力が高くなった。

【考察】

　DBEにおける先端バルーンのゴム固定位置（間隔）は、4.5㎝において腸管把持力が高

いことが判明した。10秒間のバルーン拡張時間があれば、ある程度の腸管把持力を期待で

きる結果であった。しかし、十分なバルーン拡張状態においては、さらなる腸管把持力を

得ることが可能であった。本研究の結果より、先端バルーンのゴム固定位置は、4.5㎝が

至適と考えられた。

【結語】

　DBEの先端バルーンのゴム固定位置は、4.5㎝が最も望ましいと考えられた。さらに、

腸管把持が困難な場合は、十分なバルーン拡張後に内視鏡操作を行うことが望ましいと思

われた。
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【背景・目的】

　近年の内視鏡機器や技術の進歩に伴い検査・治療は高精度で低侵襲なものへと進化
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し、当法人の内視鏡件数も消化器センター開設時の2008年度9、540件に比べ2016年度は15、

562件と増加の一途を辿っている。症例数は今後も増加し、スコープの使用頻度が高くな

り感染のリスクが高まる事が予測される。また近年、海外にて内視鏡スコープを介した感

染も社会問題となり、洗浄効力・評価が重要視されている。今回、ジョンソン＆ジョンソ

ンから自動洗浄機エンドクレンズⓇNeo（以下、Ｎ）が開発され、従来のエンドクレンズⓇS（以

下、Ｓ）に比べ送気圧が４倍となった事に着目し、洗浄効力にどのような違いが出るか比

較を行った。

【対象・方法】

　オリンパス社製のスコープを用い鉗子口、バルーン吸引管路、鉗子起上管路など様々な

管路内を擬似汚染させ、ＳとＮで洗浄後のATPを測定し、管路径による洗浄効力の違い

を比較した。

　ＳとＮにおける超音波スコープ洗浄消毒後の薬液残留濃度の比較をした。

①様々な管路径においてヨーグルトにて故意的に擬似汚染させ、内視鏡自動洗浄機にて洗

浄工程のみにて洗浄後ATP値を測定

②当院にて倫理委員会にて許可を得、患者さんから同意いただいた胆汁にて側視鏡の鉗子

起上管路内を汚染させ、用手によるエンドフレッシュ送液後に内視鏡自動洗浄装置にて洗

浄し、ATP値を測定

③超音波スコープの内視鏡自動洗浄機にて洗浄後の薬液残留濃度測定

　（Ｓでは洗浄消毒後に、用手リンスを行い測定し、Neoでは用手リンスを行わず洗浄消

毒後に測定）

（詳細方法は別紙、表１参照）

【結果】

①ＳとＮ共に十分な洗浄を行えた。Neoの方がＳより十分な洗浄が行え、ATP値を低値に

することができた。（別紙、図①参照）

②実際の胆汁においてもＮの方がATPを低くすることができた。（別紙、図②参照）

③有意差を認めなかったが、Ｎの方が安定し、検出限界値付近の薬液残留濃度の値を示し、

十分な洗浄効果が得られた。（別紙、図③参照）

【考察】

　全てにおいてNeoではATPの値がＳよりも低くバラつきも少ないため、高精度の洗浄に

より感染のリスクを低減させることが出来ると考えられる。

　送気圧の向上によって用手リンス工程が不要になり、かつ薬剤残留に関して洗浄効果が
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期待できると考えられる。

【結語】

　送気圧の増加により、安定して高精度の洗浄を行うことができ、洗浄消毒の安全性の向

上が期待できる。

　今回は、故意的に汚染させた為、今後は実際の検査後のスコープや培養による調査を行

いより安全の担保に繋げていきたい。
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